
３－１ 所得種類別課税状況

� 利子所得等の課税状況

区 分

課 税 分 非 課 税 分

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
老人等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他の非課税分
支 払 金 額

千円 千円 千円 千円

公 債

社 債

郵 便 貯 金

預貯金

�
�
�
�
�
�
�

銀 行 預 金

銀行以外の金融機関の預金

勤 務 先 預 金

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

公社債投資信託の収益の分配

１，７５９，８８６ ２６３，８０７ ２，５７５，３９８ ６５，０７０，１０４

１，７４１，６３７ ２６１，５９４ ３０４，５５８ ７，５３８，０１８

７６３，１７２，２４３ １１３，９４１，６１６ １５３，６０６，２８２ ２，３０５，７３６

２９，１９８，８４６ ４，３７９，８２７ ３，２２８，５０２ ４，１５２，１１７

１３，３９４，２７６ １，９８９，８１０ ２，６１１，６０２ ９，７２６，７１９

１０，２４３，７６９ １，５３３，７４５ ３，４３９ －

８２４，４９４ １２３，７７３ １０６，２２９ ９，２８５

２５，７０６ ３，８５６ ３２３ ２５，５２９

小 計 ８２０，３６０，８５７ １２２，４９８，０２８ １６２，４３６，３３３ ８８，８２７，５０８

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等
匿名組合契約等に基づく収益の
分 配、 生 命 保 険 等 の 差 益
割 引 債 の 償 還 差 益

計

４，９１１，１４５ ７３７，６５４ － ８４，９７８

１０４，３６９ １７，５３４ ９６７ －

－ － － －

※ ８２５，３７６，３７１ ※ １２３，２５３，２１６ ※ １６２，４３７，３００ ※ ８８，９１２，４８６

調査対象等：平成１６年２月から平成１７年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

� 給与所得及び退職所得の課税状況

区 分
官 公 庁 そ

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員

人 千円 千円 人
俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与

給与所得

�
�
�
�
�

日 雇 労 働 者 の 賃 金

計

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

※ １，０６２，３６７ ※ ３，７３７，１２６，１３９ ※ １６２，４５７，１００ ※ ５，９６５，４１０

－ １９，７９３，８８９ ５３５，０５７ －

－ ３，７５６，９２０，０２８ １６２，９９２，１５７ －

２４，５４５ ２８５，６９０，２２２ ６，２６５，７３４ ４４４，１１５

－ － － ４

調査対象等：給与等の支払者から平成１７年４月３０日までに提出された「法定資料合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び
平成１６年２月から平成１７年１月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

用語の説明：１ 法定資料とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務づけられている資料をいい、原則として翌年１月３１
日までに提出することとなっている。法定資料の種類は多数にのぼっており、例えば�利子等の支払調書、�配当及び剰余
金の分配の支払調書、�報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、�給与所得の源泉徴収票、�非居住者に支払われる給与、
給付及び役務の報酬の支払調書がある。

２ 徴収猶予とは、通常の法定期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予すること。したがって、一定の期間法定納期限を
延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税

５８



合 計

支 払 金 額 源泉徴収税 額 １６ 年 ／ １５ 年

千円 千円 ％

６９，４０５，３８８ ２６３，８０７ １１７．６

９，５８４，２１３ ２６１，５９４ ９７．８

９１９，０８４，２６１ １１３，９４１，６１６ ８９．９

３６，５７９，４６５ ４，３７９，８２７ ８０．９

２５，７３２，５９７ １，９８９，８１０ ６８．１

１０，２４７，２０８ １，５３３，７４５ ９６．３

９４０，００８ １２３，７７３ ５５．４

５１，５５８ ３，８５６ １９３．８

１，０７１，６２４，６９８ １２２，４９８，０２８ ８９．１

４，９９６，１２３ ７３７，６５４ ７５．２

１０５，３３６ １７，５３４ ８３．５

－ － －

※ １，０７６，７２６，１５７ ※ １２３，２５３，２１６ ８９．０

の 他 合 計

支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 １６年 ／１５年

千円 千円 人 千円 千円 ％
※ １３，９３４，９７２，２５８ ※ ７６２，７８１，３２８ ※ ７，０２７，７７７ ※ １７，６７２，０９８，３９７ ※ ９２５，２３８，４２８ １０４．２

３３２，０９９，８７１ ４，４６７，９０９ － ３５１，８９３，７６０ ５，００２，９６６ １０２．０

１４，２６７，０７２，１２９ ７６７，２４９，２３７ － １８，０２３，９９２，１５７ ９３０，２４１，３９４ １０４．２

８４６，５９５，３８６ １２，４７８，５３２ ※ ４６８，６６０ ※ １，１３２，２８５，６０８ １８，７４４，２６６ ９７．１

－ ７０ ４ － ７０ －

３ 源泉所得税

５９




